
 

第２０８回通常国会提出予定法案 

 

国土交通省   総計 ５件（うち※ ２件，その他 ３件） 

予算 

関連 
件 名 要  旨 

国会提出 

予定時期 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

令和九年に開催される国際

園芸博覧会の準備及び運営

のために必要な特別措置に

関する法律案（仮称） 

 

 

 

 

所有者不明土地の利用の円

滑化等に関する特別措置法

の一部を改正する法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車損害賠償保障法及び

特別会計に関する法律の一

部を改正する法律案 

 

 

 

 

 

 

令和九年に開催される国際園芸博覧会が国

家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧

会の円滑な準備及び運営に資するため、国際

園芸博覧会協会の指定等について定めるとと

もに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金

付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を

講ずる。 

 

所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の

適正化等を図るため、特定所有者不明土地と

なる土地の範囲の拡大並びに地域福利増進事

業における対象事業の拡充、裁定申請書等の

縦覧期間の短縮及び土地等使用権の存続期間

の上限の延長等の措置を講ずるとともに、管

理が実施されていない所有者不明土地の周辺

の土地における災害等の発生の防止のために

市町村長が必要な措置を命ずることができる

制度の創設、所有者不明土地の利用の円滑化

等を図るための計画の作成、所有者不明土地

利用円滑化等推進法人（仮称）の指定等の措置

を講ずる。 

 

自動車事故による被害者の保護の増進及び

自動車事故の発生の防止を一層図るため、当

分の間の措置として実施している被害者の保

護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策

に関する事業を恒久的かつ安定的に実施する

措置を講ずるとともに、指定紛争処理機関に

よる紛争処理の手続の利用を促進するため、

調停による時効の完成猶予及び訴訟手続の中

止の特例を新設する措置等を講ずる。 

２月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

２月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月下旬 

 

 

 

 

 

 

 

 



航空法等の一部を改正する

法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地造成等規制法の一部を

改正する法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近における航空輸送をめぐる状況に鑑

み、航空分野における脱炭素社会の実現に向

けた対策及び航空運送事業の利用者の利便の

確保を一層推進するため、航空脱炭素化推進

基本方針（仮称）の策定、航空運送事業者が作

成する航空運送事業脱炭素化推進計画（仮称）

及び国以外の空港管理者が作成する空港脱炭

素化推進計画（仮称）の認定制度の創設並びに

これらの計画に基づく事業等に係る特別の措

置について定めるとともに、航空運送事業基

盤強化方針等の特例の延長等の措置を講ず

る。 

 

宅地造成、特定盛土等（仮称）又は土石の堆

積（仮称）に伴う災害を防止し、国民の生命及

び財産の保護を図るため、当該災害の防止に

関する国土交通大臣及び農林水産大臣による

基本方針の策定、都道府県等による当該災害

の防止のための対策に必要な基礎調査の実

施、宅地造成工事規制区域制度における規制

対象の工事の拡大及び中間検査の新設、特定

盛土等規制区域（仮称）制度の創設、無許可工

事等に対する罰則の強化等の措置を講ずる｡ 

 

３月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月上旬 

 

 

 

＜参考＞「提出予定」以外の検討中のもの 

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案（仮称） 

○ 港湾法の一部を改正する法律案（仮称） 

 


